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第 ４７ 号 

熊本県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

熊本県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定す

ることとする。 

令和２年１１月２５日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

   熊本県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（熊本県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 熊本県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和２６年熊本県条例第２号）の一

部を次のように改正する。 

第１５条の５第２項及び第３項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、

「１００分の１１０」を「１００分の１０５」に改める。 

第２条 熊本県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第１５条の５第２項及び第３項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」

に、「１００分の１０５」を「１００分の１０７．５」に改める。 

（熊本県立学校職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 熊本県立学校職員の給与に関する条例（昭和２９年熊本県条例第１９号）の一部 

を次のように改正する。 

第１６条第２項及び第３項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に改める。 

第４条 熊本県立学校職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第１６条第２項及び第３項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に改

める。 

（熊本県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第５条 熊本県一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１５年熊本県条例第１号） 

の一部を次のように改正する。 

第８条第２項及び第９条第２項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、

「１００分の１７０」を「１００分の１６５」に改める。 

第６条 熊本県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第８条第２項及び第９条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」

に、「１００分の１６５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

（熊本県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正） 

第７条 熊本県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成１５年熊本県条例第２ 

号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、「１００分の１７
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０」を「１００分の１６５」に改める。 

第８条 熊本県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分の

１６５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

（熊本県知事等の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第９条 熊本県知事等の給与及び旅費に関する条例（昭和２７年熊本県条例第１１１号） 

の一部を次のように改正する。 

第４条ただし書中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、「１００分の１

７０」を「１００分の１６５」に改める。 

第１０条 熊本県知事等の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。 

第４条ただし書中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分

の１６５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

（熊本県教育長等の給与等に関する条例の一部改正） 

第１１条 熊本県教育長等の給与等に関する条例（昭和６３年熊本県条例第２１号）の一 

部を次のように改正する。 

第４条ただし書中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、「１００分の１

７０」を「１００分の１６５」に改める。 

第１２条 熊本県教育長等の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第４条ただし書中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分

の１６５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

（熊本県議会議員に対する議員報酬等に関する条例の一部改正） 

第１３条 熊本県議会議員に対する議員報酬等に関する条例（昭和２８年熊本県条例第１ 

１号の２）の一部を次のように改正する。 

第５条ただし書中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、「１００分の１

７０」を「１００分の１６５」に改める。 

第１４条 熊本県議会議員に対する議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第５条ただし書中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分

の１６５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

附 則 

この条例は、令和２年１２月１日から施行する。ただし、第２条、第４条、第６条、第

８条、第１０条、第１２条及び第１４条の規定は、令和３年４月１日から施行する。 

（提案理由） 

一般職及び特別職の職員の期末手当の改定を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 


